
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【入札について】 

Ｑ１．前回の落札業者、契約期間、落札価格（税抜）で教えてください。 

   現在の現行業者（契約先名）様を教えて下さい。 

    前回と前々回の落札金額、落札業者を教えてください。 

Ａ１．前回の落札業者は株式会社アカツキ吹田営業所、契約期間は、令和４年１０月１日から

令和７年９月３０日まで、落札価格（税抜）は、74,412,000円です。 

   前々回の落札業者は、株式会社アカツキ吹田営業所、契約期間は、令和元年１０月１日

から令和 4年９月３０日まで、落札価格（税抜）は、7０,２00,000円です。 

 

Ｑ2．入札書に記載する金額は履行期間（令和７年 10月 1日から令和 10年９月 30日）の 

総額（税抜）でよいのでしょうか？ 

Ａ2．お見込のとおりです。 

 

Ｑ3．前回の予定価格及び最低制限価格を税別で教えてください。 ○○，○○○，○○○円

／○○ヶ月（税別）と教えてください。 

Ａ3．前回の予定価格は、74,412,000円／36 ヶ月（税別）です。 

本入札においては最低制限価格を設定していません。ただし、落札候補者の入札価格

が本市の設定する基準価格（非公表）を下回る入札価格であった場合においては、低

入札価格調査を行います。調査の結果、業務の実施が困難と判断した場合は落札候補

者を落札者と決定しない場合があります。 

 

【仕様書について】 

Ｑ１．前回と今回とで仕様の変更があれば教えて下さい。 

前回と今回の仕様内容の変更をお教えください。 

前回との仕様の変更はありますか？ 

Ａ１．前回から仕様の変更は以下の下線部部分が追加されています。 

   仕様書の P２ 

(ア) 玄関、ホール、廊下、階段等 

    ① 床面は、モップ又は真空掃除機等を使用し、ごみが散乱しないように除去し、常に

清潔にすること。また、汚れの程度に応じて、水ぶきにより又は適性洗剤を用いて汚れ

を除去すること。なお、雨天時は各玄関の床面を適宜確認し、水たまりができている場

合には、速やかに乾いたモップで水をふき取ること。 

仕様書の P３ 

（ア）玄関、ホール、廊下、階段等 

⑨ 手指用消毒液は、常に点検補充すること。 



(イ) 湯沸場、手洗所 

⑤ トイレットペーパー、ペーパータオル、便座クリーナー液、尿石防除剤及び石けん類

は、常に点検補給すること。また、トイレ用消音装置は使用上の支障がないか作動確認

を行うこと。なお、不作動の場合は、発注者に報告するとともに担当職員より部材支給

の上、電池交換等の指示がある場合は、実施すること。 

 ⑥ 清掃回数は、原則として「清掃基準作業表」のとおりとし、使用頻度の高い手洗所

（中層棟１階女子トイレ、低層棟増築部分１階トイレ等）については、５回/日以上清掃す

ること。 

仕様書の P４ 

８ 連絡体制 

受注者は、発注者からの連絡に速やかに対応できるよう、清掃時間中は携帯端末を作

業責任者に携帯させるものとする。 

仕様書の P５ 

９ 業務引継 

受注者は、本業務の履行に当たっては引継書等を作成するとともに、履行期間の終了

前に新たな受注者が決定したときは、当該受注者と十分に業務引継を行い、業務の遂

行に支障をきたすことのないよう協力するものとする。 

10 その他 

⑴ 本業務に要する器具及び消耗品は、一切受注者の負担とする。ただし、手指用消毒

液、トイレットペーパー、ペーパータオル、石けん類、便座クリーナー液、尿石防除剤、ゴ

ミ袋及び梱包用ひもは、発注者の負担とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      清掃作業基準表（１） 

 

 
※ただし、清掃作業基準表（１）シャワー室、清掃作業基準表（２）放課後こども育成室分室は削除

しています。 

＜ 清 掃 面 積 表 ＞ 

 

(単位：㎡) 

 日常清掃 ワックス 窓 カーペット 

低 層 棟 ６，９５６．６２  ７４８ ２７５．９８ 

低層棟増築部分 ４３４．６１  ４０．４８ ２５．６５ 

中 層 棟 ８，８４３．００  １，１１０ ３，００２．８０ 

高 層 棟 

（渡り廊下を含む） 
８，１８１．５７  １，０４４ ８６３．８３ 

清掃作業基準表（１） 清掃作業基準表（２）

カ 床 紙 テ ド ド 手 流 湯 茶 衛 ペ マ 側 金 除 カ ガ 換 カ 床 紙 ド カ
｜ 等 屑 ｜ ア ア 摺 し 沸 殻 生 ｜ ッ 溝 属 草 ｜ ラ 気 ｜ 等 屑 ア ｜

ぺ 清 等 ブ 拭 ・ 拭 台 器 処 陶 パ ト ・ ・ ぺ ス 扇 ぺ 清 等 ・ ぺ

ッ 掃 処 ル き 壁 き 清 清 理 器 ｜ 清 排 鏡 ッ 清 洗 ッ 掃 処 壁 ッ

ト 理 雑 掃 面 掃 掃 掃 清 ・ 掃 水 磨 ト 掃 浄 ト 理 面 ト

清 巾 除 汚 除 掃 石 口 き 洗 清 汚 洗

掃 か れ 鹸 清 浄 掃 れ 浄

け 落 等 掃 落

と 補 と

　区　分 　材　質 し 給 　 区　分  材　質 し

玄 関 石
4/
日

2/
日

2/
日

1/
月

2/
日

適 市 長 室 カ ー ペ ッ ト
1/
日

1/
日

適
1/
年

ホ ー ル 石 ( 一 部ｶ ｰﾍ ﾟｯ ﾄ )
4/
日

2/
日

1/
日

適
2/
日

適
1/
年

副 市 長 室 カ ー ペ ッ ト
1/
日

1/
日

適
1/
年

ｴ ﾚﾍ ﾞｰﾀ ｰﾎｰﾙ Ｐ タ イ ル
1/
日

1/
日

適 適 市長・副市長応接室 カ ー ペ ッ ト
1/
日

1/
日

適
1/
年

エ レ ベ ー タ ー Ｐ タ イ ル
1/
日

適 適 議 場 カ ー ペ ッ ト 適 適
1/
年

廊 下
P タ イ ル ／ タ イ ル
( 一 部 ｶ ｰ ﾍ ﾟ ｯ ﾄ )

1/
日

1/
日

2/
日

適
1/
日

適
1/
年

議 長 ・ 副 議 長 室 カ ー ペ ッ ト
1/
日

1/
日

適
1/
年

廊 下 木
1/
日

適
1/
日

室 議長･副議長応接室 カ ー ペ ッ ト
1/
日

1/
日

適
1/
年

巾 木 木 適 会 派 控 室 カ ー ペ ッ ト
1/
日

1/
日

適
1/
年

共 消 火 栓 真 ち ゅ う 適 内 議 員 控 室 カ ー ペ ッ ト 適
1/
日

適
1/
年

消 火 器 プ ラ ス チ ッ ク 適 議 員 応 接 室 カ ー ペ ッ ト 適
1/
日

適
1/
年

用 階 段 Ａ Ｐ タ イ ル
1/
日

適
1/
日

適 部 議会運営委員会室 カ ー ペ ッ ト 適 適 適
1/
年

階 段 Ｂ Ｐ タ イ ル 適 適 適 適 委 員 会 室 カ ー ペ ッ ト
1/
日

適
1/
年

部 湯 沸 場 モ ザ イ ク タ イ ル
2/
日

適
1/
日

1/
日

1/
日

適 分 会 計 室 カ ー ペ ッ ト
1/
日

1/
日

適
1/
年

手 洗 所 タイル/モザイクタイル
2/
日

1/
日

適 適
1/
日

適 適 監 査 委 員 室 カ ー ペ ッ ト
1/
日

1/
日

適
1/
年

分 換 気 扇 金 属 適
危 機 管 理 室
（ 所 管各 会議 室含 む）

カ ー ペ ッ ト
1/
日

1/
日

適
1/
年

敷 地 周 り
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ
( 一 部 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ )

適 適 適 事 務 室 等 Ｐ タ イ ル
1/
日

1/
日

適

駐 車 場
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ
( 一 部 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ )

適 適 適 会 議 室 等 Ｐ タ イ ル
1/
日

1/
日

適

建 物 回 り 他
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 又 は
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ

適 適 適 適
低 層 棟 増 築 部 分
３ 階 会 議 室

木
1/
日

1/
日

適

屋 上 コ ン ク リ ー ト 適 適 書 庫 ･ 車 庫 ･ 倉 庫 Ｐ タ イ ル 他 適 適

外 周 窓 ガ ラ ス ガ ラ ス
2/
年

更 衣 室 Ｐ タ イ ル 適 適

食 堂 Ｐ タ イ ル
1/
日

喫 茶 室 Ｐ タ イ ル
1/
日

授 乳 室 Ｐ タ イ ル
1/
日

1/
日

1/
日

適 適

低層棟増築部分
２ F
キッズ ス ペ ース

カ ー ペ ッ ト
1/
日

1/
日

適
1/
年

２/年

２/年

２/年

２/年

２/年

研
磨
つ
や
出
し

２/年

日　常　清　掃

２/年

定期清掃

床
面
洗
浄

ワ
ッ
ク
ス
塗
布

研
磨
つ
や
出
し

床
面
洗
浄

ワ
ッ
ク
ス
塗
布

２/年

２/年

日　　　常　　　清　　　掃 定　期　清　掃



車   庫 ３３９．５９    

仮 設 棟 ３９２．５９  ５２．６４  

車庫倉庫棟 １，３２９．２９  １００  

軽自動車車庫 ３０６．２４    

駐車場警備ボックス １．４８    

合  計 ２６，７８４．９９ 
１９，５７５．９７  

(年２回) 

３，０９５．１２ 

（年２回） 

４，１６８．２６ 

（年１回） 

※市庁舎のトイレ箇所数は以下のとおり。 

 低層棟 男子トイレ ５箇所、女子トイレ ５箇所 

バリアフリートイレ等 ２箇所、男女共用トイレ（親子トイレ含む） ４箇所 

 中層棟 男子トイレ ８箇所、女子トイレ ８箇所 

身体障害者用トイレ ３箇所、男女共用トイレ １箇所 

高層棟 男子トイレ ９箇所、女子トイレ ９箇所 

身体障害者用トイレ ０箇所、男女共用トイレ １箇所 

※手指用消毒液スタンドは４箇所 

 

Ｑ2．勤務日は月～金、休みは土、日、祝日、年末年始（12/29～1/3）稼働日数は７２５日と考え

てよろしいですか？ 

Ａ2．勤務日は開庁日（月曜日～金曜日（祝日、年末年始（12月 29日から 1月 3日まで））を除

く）のみです。勤務期間は、令和７年１０月１日から令和 10年 9月 30日までです。 

 

Ｑ3．窓ガラス清掃は両面実施ですか？ 

Ａ3．両面実施です。ただし、低層棟増築部分の２階以上の開閉できない窓等の清掃困難な箇所

については、片面実施も可とします。 

 

 

Ｑ4．仕様書に記載されているガラスの面積は両面ですか？ 

Ａ4．片面です。 

 

Ｑ5．床面洗浄ワックス塗布の各棟の実施面積を教えてください。 

Ａ5．ワックス塗布が必要な棟は、低層棟、低層棟増築部分、中層棟、高層棟、仮設棟です。面積

については、清掃面積表を参考に想定してください。 

 



Ｑ6．発注者の指示により清掃を行う場所について、想定されるおおよその清掃回数を教えてくだ

さい。 

Ａ6．中層棟３階各会派控室及び議員応接室等及び中層棟４階各委員会室については、基本的

には開庁日は毎日清掃を実施いただき、本市から指示があった場合に清掃を控えていただくこと

を想定しています。中層棟４階議場は議会開催期間中のみ清掃を行っていただくことを想定して

います。 

【現在の履行体制について】 

Ｑ１．現在の日常清掃の体制を教えてください。○時○分～○時○分 ○名と教えてください。  

Ａ１．5時 00分～８時 00分 １名、５時 00分～9時 00分 2名、5時 30分～9時 30分 1

名、6時 00分～9時 30分 1名、6時 00分～10時 00分 8名、13時 00分～17時 00

分 1名、17時 30分～20時 30分 2名の作業員に加えて業務責任者及び副業務責任者を

それぞれ 6時 00分～13時 00分に配置しています。 

 

Ｑ2．現在の障がい者の雇用人数及び体制を教えてください。 ○時○分～○時○分 ○名と教

えてください。 

Ａ2．令和７年６月２７日現在では、市庁舎清掃業務に従事している障がい者はいません。 

 

Ｑ3．現在の定期清掃の実施月を教えてください。複数月に分けて実施することは可能ですか？  

Ａ3．定期清掃は 6 ヶ月に１回行っています。令和６年度は１回目を７月から８月にかけて実施し、

２回目を３月に実施しました。複数月に分けて実施することは可能です。 

 

 


